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政策Ⅵ『協働』：多様なきずなが織りなす 協働のまち
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全ての人々が人権尊重の精神を当たり前の社会意識として身につけて行動し、人権を基本と

した人間関係が広く社会に根づく共生社会と人権文化が創造され、市民一人ひとりの人権が尊

重される自由で平等な社会になっています。

将来あるべき姿

❶同和問題をはじめあらゆる差別の解消に向けて取り組んできましたが、今なお差別意

識や偏見が根強く存在し、差別事件、差別事象が発生しています。また、子どもや高齢者、

女性に対する虐待などが深刻化し、インターネットを悪用した人権侵害など新たな課題

も発生しています。

❷人権侵害を受けている、または受けるおそれのある市民が、安心して相談できる体制づ

くりや相談窓口の充実が求められています。また、関係機関との密接な連携協力により、

問題解決に努める必要があります。

まちの現状と課題

施　　策  1 人権教育・啓発の充実

主要施策 （1）人権施策の総合的推進

政策Ⅵ『協働』多様なきずなが織りなす 協働のまち

❶【人権教育・啓発活動の推進】

人権尊重の理念に基づいて、家庭や学校、地域、職場などあらゆる場において人権教育・啓

発の推進に努め、市民の理解とともに人権文化の浸透に取り組みます。また、差別事象が

発生した場合は、関係機関と連携し対策を講じます。

❷【相談支援体制の充実】

隣保館事業や特設人権相談など、市民が気軽に相談できる多くの機会を設けるとともに、

市民が相談に行きやすく、支援体制を整備した人権センターなどの設置を検討していきます。

市の取組

◎教育振興基本計画
◎人権尊重のまちづくり基本計画、人権尊重のまちづくり実施計画

部門別計画

【施策全般】
市が実施する全ての施策に人権尊重の視点を取り入れて、それぞれの領域で相互に調整し、

人権を尊重したまちづくりを総合的に推進します。

◆全ての市民が人権問題を自らの問題として認識し、解決に向けて行動します。

◆市民は、講演会や市民人権講座、地区別学習会など、人権教育・学習に積極的に参加します。

◆市民は、地区行事に積極的に参加し交流しながら、また、互いに協力し助け合いながら、つな

がりや絆を深めます。

◆老人クラブ連合会、消防団、連合婦人会、民生児童委員などの各種団体は、人権・同和教育研

究協議会と連携し、団体別の研修に取り組みます。

◆企業人権教育協議会は、職場での人権意識の向上に取り組みます。

◆教員は、学校での人権教育を進めるため、人権スキルアップ講座や各種講演会などの学習の

場に積極的に参加します。

市民・事業者等の取組

関連する主要施策との連携の方針

指標とその目標

63.9％ 70.0％
市民アンケートによる人権についてふだん意識して
いる市民の割合

指 標 名 指標の考え方 実績値（H18） 現状値（H23） 目標値（H29）

━人権を意識している市民の割合

77.3％ 80.0％
市民アンケートによる家庭や地域で「命の大切さ」や
「人権」について話し合った家族の割合 ━

「命の大切さ」や「人権」につ
いて話し合った市民の割合

75.1％ 80.0％
市民アンケートによる小・中学校における人権、道徳、
体験学習などの充実を重要だと感じる市民の割合 ━

学校での人権、道徳、体験
学習などの充実の重要性

34.2％ 40.0％人権に関する市民意識調査による学校での人権教育
を充実させることが重要だと感じる市民の割合

━学校での人権教育充実の
重要性
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